
○岡山市立公民館暖冷房装置使用料規則 

昭和５９年２月８日 

市規則第６号 

改正 平成１４年１月９日市規則第７号 

平成１９年１月１９日市規則第６７号 

平成２２年３月３１日市規則第６０号 

平成２３年１２月１９日市規則第１４３号 

平成２６年３月２５日市規則第５６号 

平成３１年３月１９日市規則第２６号 

岡山市立公民館暖冷房装置使用料規則（昭和５１年市規則第３８号）の全部を改正する。 

（暖冷房の使用料） 

第１条 岡山市立公民館条例（昭和２７年市条例第５８号）別表第１（第２７項第２号備考第５項

を除く。）に規定する暖冷房装置を使用する場合の，これに要する費用の範囲内で市長が別

に定める額は，使用許可を受けた室の使用料の額の１０分の５に相当する額とする。 

２ 岡山市立公民館条例別表第１第２７項第２号備考第５項に規定する暖冷房装置を使用する

場合の，これに要する費用の範囲内で市長が別に定める額は，１時間につき５，９７０円とす

る。 

（暖冷房の実施期間） 

第２条 暖冷房の実施期間は，次のとおりとする。ただし，実施期間前後を自由運転期間に定

め，使用者の申請によつて実施することができる。 

（１） 暖房期間 １月４日から３月３１日まで及び１２月１日から１２月２８日まで 

（２） 冷房期間 ７月１日から９月３０日まで。ただし，岡山市立西大寺公民館は６月１日から

９月３０日まで 

附 則 

この規則は，昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年市規則第７号） 

この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年市規則第６７号） 



この規則中第１条の規定は平成１９年１月２２日から，第２条の規定は平成１９年４月１日から

施行する。 

附 則（平成２２年市規則第６０号） 

この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年市規則第１４３号） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年市規則第５６号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年市規則第２６号） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の第１条第２項の規定は，この規則の施行の日以後の使用に係る使用料で，同日以

後に納付するものについて適用し，同日前に納付するものについては，なお従前の例によ

る。 

 


